
基本理念に基づき、いじめの防止等（未然防止、
早期発見、対処）に取り組みます。

区・学校・保護者・区民等・関係機関それぞれの責務を定め、
いじめの防止等に向けて一体となって取り組みます。

基本方針を定め、いじめの防止等の対策を
具体的に実施します。

区・学校では、いじめの防止等のための
様々な取組みを行います。

条例に基づき、目黒区いじめ防止基本方針（第10条）・

　　　　　　　　　　　 学校いじめ防止基本方針（第11条）を定めました。

区のいじめの防止等の対策について、より具体的な対策・方針を定めます。

学校の実情に応じた、より具体的な対策・方針を定めます。

◆いじめは、全ての児童・生徒に関係する問題です

◆学校の内外を問わずいじめが行われないようにします

　児童・生徒に対して、同じ学校に在籍しているなど一定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心理的又は

物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）で、その行為の対象となった

児童・生徒が心身の苦痛を感じているものをいいます。

　具体例）≪目黒区いじめ防止基本方針から抜粋≫

　　ア　冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

　　イ　仲間はずれ、集団による無視をされる

　　ウ　軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

　　エ　ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

　　オ　金品をたかられる

　　カ　金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

　　キ　嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

　　ク　パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる

基本理念／第３条

いじめの定義／第２条

いじめの禁止等／第４条

◆児童・生徒は、いかなる理由があってもいじめを行ってはいけません。

◆児童・生徒は、他の児童・生徒とともに主体的に、いじめの防止等に努めます。

区立学校以外の学校等への協力要請／第15条

区立学校以外の学校（私立学校等）に対しても、必要に応じて、いじめの防止等への協力を求めます。

また、学校以外の施設に対しても、必要に応じて、いじめの防止等への協力を求めます。

【連携して取り組みます】（区、学校、保護者、区民等、関係機関）

◆いじめのない環境を整えます

◆それぞれの責務を果たします

◆相互に連携して取り組みます

【児童・生徒の理解を深めます】

◆いじめを行わない

◆いじめを認識しながら放置しない

◆いじめの防止等のために主体的に行動できる

児童・生徒が安心して生活し、学ぶことができます

区の責務
（第５条）

いじめの防止等のための対策に

ついて、学校、保護者、区民等及び

関係機関と連携し、区の状況に

応じた施策を策定し、

総合的かつ効果的に

推進します。

学校の責務
（第６条）

区、児童・生徒の保護者、区民等

及び関係機関と連携し、学校全体で

いじめの防止等に取り組みます。

児童・生徒がいじめを受けていると

思われるときは、適切かつ

迅速に対処します。

保護者の責務
（第７条）

保護する児童・生徒がいじめを行うこと

のないよう、指導を行うよう努めます。

保護する児童・生徒がいじめを受けた

場合には、適切に児童・生徒をいじめから

保護します。区及び学校が講ずる

いじめの防止等のための対策に

協力するよう努めます。

区民等の責務
（第８条）

それぞれの地域において児童・生徒を

見守り、区及び学校が講ずるいじめの

防止等のための対策に協力するよう

努めます。児童・生徒がいじめを受けて

いると思われるときは、区、

学校又は関係機関に情報を

提供するよう努めます。

関係機関の責務
（第９条）

区及び学校が講ずる

いじめの防止等のための対策に

協力するよう努めます。

目黒区 学 校

保護者 区民等

関係
機関

目黒区いじめ防止
対策推進条例

目黒区いじめ防止
基本方針

学校いじめ防止
基本方針

いじめの防止等の対策の基本となる事項

◆基本理念 ◆区、学校等の責務

◆基本方針の策定 ◆対応組織の設置 等

条例に基づく対策の基本的な方針

区・学校が行う具体的な施策

◆いじめの未然防止・早期発見・対処 等

区の基本方針を参考にした学校の実情に応じた

対策の基本的な方針

〈目黒区いじめ防止基本方針から抜粋〉◆ いじめの未然防止

　  区　人権教育等の充実、広報・啓発活動の充実

　 学校  分かりやすい授業の実践、「いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議」の実施 等

◆ いじめの早期発見及びいじめへの対処

　  区　児童・生徒への定期的な調査等の実施、スクールカウンセラーによる相談体制の整備

　 学校  定期的なアンケートの実施、全教員による児童・生徒の観察、

　 　　  児童・生徒への事情や心情の聴取及び状態に合わせた継続的なケア及び指導・支援 等

◆ 関係機関との連携

　  区　連絡協議会等を通じた関係機関との連携の強化 等

◆ 特別な支援を必要とする児童・生徒に対する配慮

　  区　お互いの人権を尊重し合う意識・態度の育成を図る教育の推進

　 学校  全教職員による支援体制の構築、交流及び共同学習の推進 等

◆ インターネットを通じて行われるいじめへの対応

　  区　 学校  情報モラル教育の実施・推進、家庭への啓発の実施・推進 等

◆ 年間計画の作成

　 学校  いじめの防止等に係る取組みについての年間計画の作成

  区　…区が実施する施策

学校  …学校が実施する施策


